
HWIP履修⽣海外短期渡航⼿続きフロー

許可取り消し

問題なし

問題あり

＜履修⽣本⼈>
誓約書提出

＜履修⽣本⼈＞
申請

＜HWIP 事務局＞
受付・付議

＜海外連携委員会＞
審査・承認

＜HWIP 事務局＞
渡航直前確認

＜履修⽣本⼈＞
レポート提出

＜履修⽣本⼈＞
渡航実施

＜HWIP 事務局＞
○承認連絡
○旅費⼿続き開始

＜履修⽣本⼈＞
○フライト情報提出
○保険加⼊(⼊⾦まで)

3週間前まで

指導教員への依頼

問題なし

＜履修⽣本⼈＞
出張報告書提出

3週間前まで

1週間前まで

出発〜帰着

1週間以内

1週間以内

旅費の前払いを希望する場合は、
振込希望⽇(毎⽉10⽇or25⽇)の
⼀ヶ⽉前までに、フライト情報
の提出が必要です。


